
 1

平成１８年度２月補正予算（案）の概要 

平成１９年２月１４日 

総務部財政課(223-2076) 

 

Ⅰ．一般会計 

 

１．予算規模 

現 計 予 算 額  １兆４,２９８億６０百万円 

２ 月 補 正 額       ４４億９０百万円（うち国の補正予算分 ８５億７１百万円） 

最 終 予 算 額  １兆４,３４３億５０百万円（前年度最終比 １７．１％減） 

   （１７年度最終予算規模から地方消費税清算関連支出と借換債を除いた実質的規模と比較すると、１．０％減） 

 

２．歳  入 

県   税     １０３億 ２百万円（656,147百万円→666,449百万円) 

地方交付税      １７億６１百万円（158,296百万円→160,057百万円） 

県   債       ２６億１９百万円（142,316百万円→144,935百万円） 

 うち退職手当債   ６０億円        （  6,000百万円→ 12,000百万円） 

繰 入 金    ▲２１２億４０百万円（107,889百万円→ 86,649百万円） 

諸 収 入     １１４億９３百万円（ 45,794百万円→ 57,287百万円） 

そ の 他      ▲４億４５百万円 

  計        ４４億９０百万円 

 

３．歳  出（主なもの） 

 （１）国の補正予算に伴う事業費             ８５億７１百万円 

   ・障害者自立支援対策臨時特例基金造成事業（全額国庫）３２億３８百万円 

   ・一般公共事業（河川海岸砂防ほか）         １６億２３百万円 

   ・その他                      ３７億１０百万円 

 （２）その他                     ▲４０億８１百万円 

  《増の主なもの》 

   ・退職手当                      １９８億３３百万円 

・庁舎等建設基金への返還金             ２７億６８百万円  

・酒々井ちびっこ天国譲渡負担金            ３億９１百万円                

・障害者自立支援対策臨時特例基金事業         ２億４２百万円 

・農業開発公社解散関係経費              ４億６２百万円 
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  《減の主なもの》 

投資的経費（国の補正に伴う増分を除く）     ▲１２６億９１百万円 

・河川海岸砂防事業（国の補正に伴う増分を除く） ▲１６億９７百万円 

  ・都市計画事業（国の補正に伴う増分を除く）   ▲１１億３７百万円 

    ・災害復旧事業（国の補正に伴う増分を除く）     ▲２８億９３百万円 

 ・直轄事業負担金（国の補正に伴う増分を除く）  ▲１４億３６百万円 

・防災行政無線再整備事業            ▲１７億９４百万円 

・常磐新線貸付金                 ▲４億円 

社会保障費                    ▲６７億６７百万円 

・介護給付費県負担金              ▲１６億１４百万円 

・老人医療給付費県負担金            ▲１２億４８百万円 

・国保県財政調整交付金             ▲１１億２８百万円 

・国保経営安定化対策事業             ▲７億１８百万円 

    ・生活保護事業                     ▲１１億１８百万円 

繰出金                      ▲４４億３６百万円 

・中小企業振興融資資金                 ▲４１億５０百万円 

・小規模企業者等設備導入資金           ▲２億４７百万円 

公債費                         ▲１６億 ８百万円 

 

    

Ⅱ．特別会計（２２会計中２１会計を補正） 

 

  ２月補正額  １,４２３億９５百万円（１兆１８９億６２百万円→１兆１，６１３億５７百万円） 

                             （前年度最終比４６．６％増） 

  《主なもの》 

    ・地方消費税清算     ９２億１１百万円 

    ・中小企業振興融資資金 ▲８３億円 

・土地造成整備事業  １,３６７億７２百万円 

・工業用水道事業      ９３億８０百万円 

 

 

Ⅲ．合  計（一般会計＋特別会計） 

 

  ２月補正額  １,４６８億８５百万円 

         （２兆４，４８８億２２百万円→２兆５，９５７億７百万円） 

                        （前年度最終比２．９％増） 
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（参考１）一般会計の年間収支見通しについて（一般財源ベース）  
 

当初予算段階での財源不足             ▲ １８０億円   

 
（ ９月補正時の見込み）              

   歳 入                       約 １１０億円増  

地方交付税関連収入の減             ▲  ４ １億円  

    県 税収入の増                   １ １４億円  

    そ の他の歳入増                   ３ ７億円  

 歳出                       約  ３ ０億円増  

税関係交付金等の増                 ４ ０億円  

その他の節減等                 ▲  １ ０億円  

９月補正時財源不足額合計             ▲ １００億円   

 
（ ２月補正時の見込み）  

 歳入                       約  ４ １億円減  

  県 税収入の減                  ▲  １ １億円  

  地 方交付税の増                   １ ７億円  

  企 業庁からの借入金の減             ▲ １８０億円  

  企 業庁からの貸付金返還金             １ １０億円  

  そ の他の歳入増（宝くじ収入等）           ２ ３億円  

歳出                       約 １４１億円減  

  人 件費の増                     １ ６億円  

  庁 舎等建設基金への返還金              ２ ７億円  

社会保障費の減                 ▲  ５ ７億円  

公債費の減                   ▲  １ ６億円  

  退 職手当債の増（６０億円→１２０億円）     ▲  ６ ０億円  

  そ の他の節減等                 ▲  ５ １億円  

２ 月補正時財源不足額合計               ±０      

 
年間収支見通しについては、９月補正段階でも、なお１００億円の財源不足

が 見 込 ま れ て い ま し た 。 現 段 階 で は 、 ９ 月 補 正 時 の 見 込 み と 比 べ 、 歳 入 に    

お いて、  

・  全国的に地方消費税の伸びが鈍化していることにより、県税が１１億円

の減収となる見込みであること  

・  地方交付税が国の補正に伴い追加交付されることにより１７億円の増と  

なること  

・  企業庁からの返還金１１０億円については本年度に計上する一方、借入

金１８０億円については利息負担等を考慮し行わないこととしたこと  

などから、全体で約４１億円の減となる見込みです。  
 
 一 方、歳出においては、  

・  退職手当の増により人件費が計上留保分以外で１６億円の増となること  

・  今 後 の 県 立 学 校 等 の 耐 震 改 修 等 に 備 え 、 庁 舎 等 建 設 基 金 か ら の 借 入 金   

２７億円を返還すること  

・ 国の制度見直しにより退職手当債をさらに６０億円発行できることから、

同額の一般財源を節減できること  

・  社会保障費や公債費の減、さらに執行段階の経費節減等により１２４億

円が減額できること  

などから、全体で約１４１億円の減となる見込みです。  

 こ の結果、１８年度の年間収支はおおむね均衡する見通しとなりました。  



（参考２）基金の繰替運用の状況(一般会計）

(単位：百万円)

18年度末
繰替運用額

17年度末
繰替運用額

差引

見　込　① ② ①－②

庁舎等建設基金 2,768 △ 2,768
平成11年３月～
   平成19年３月

社会福祉・医療施設整備等推進基金 2,470 2,470 平成11年３月～

地域環境保全基金 1,048 1,048 平成11年３月～

森林整備担い手基金 800 800 平成11年３月～

みどりの基金 6,953 6,953 平成11年３月～

計 11,271 14,039 △ 2,768

基　　金　　名 備　　考

繰替運用：基金条例において、知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し
　　　　　の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用
　　　　　することができると規定されている。
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